
第１回長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会 

 

日時 令和 7年 5月 13日（火）18：30～ 

会場 長門市役所 4階会議室 1・2 

                     

 

１ 開会 

 

 

２ 教育長あいさつ 

 

 

３ 委嘱状交付・委員紹介 

 

 

４ 会長・副会長選任 

 

 

５ 諮問 

 

 

６ 議事（説明事項） 

（１）審議会スケジュール・内容 

（２）長門市小中学校の児童生徒数の状況 

（３）学校の適正な規模についての国の基準、考え方 

 

７ その他 



メモ用紙 
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長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会 委員 

 委員区分 氏名 所属・役職等 備考 

１号 学識経験者 松田 靖 山口大学大学院教育学
研究科 教授 

 

１号 学識経験者 小杉 進二 山口大学大学院教育学
研究科 講師 

 

２号 保護者代表 田原 崇雄 向陽小学校 PTA 会長 
令和 7年度 市
PTA連合会輪番
校 

２号 保護者代表 岡本 旬史 三隅中学校 PTA 会長 〃 

２号 保護者代表 栗林 紀子 仙崎小学校 PTA 副会
長 〃 

２号 保護者代表 岡島 美由紀 菱海中学校 PTA 副会
長 〃 

２号 保護者代表 武内 有美 俵山幼児園保護者 未就学児保護者 

３号 教職員代表 池田 展代 浅田小学校 校長 市小学校長会 

３号 教職員代表 岡田 敬徳 日置中学校 校長 市中学校長会 

４号 
地域住民代
表 河野 和治 深川地区自治会連合会

副会長 深川地区 

４号 
地域住民代
表 金子 宏道 三隅地域づくり推進協議

会 教育文化部副部長 三隅地区 

４号 
地域住民代
表 石田 哲也 日置地区自治会連絡協

議会 畑自治会長 日置地区 

４号 
地域住民代
表 河野 広行 油谷地区自治会連絡協

議会 副会長 油谷地区 

５号 その他 嶋田 日直男 特定非営利活動法人む
かつく代表 

 

任期：令和 7 年 5 月 13 日～諮問にかかる答申の日まで 
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○長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会設置条例 

(令和 7 年 3 月 21 日条例第 2 号) 

(設置) 

第 1 条 子どもたちの教育環境を将来にわたり保障するため、長門市立小学校及

び中学校(以下「小中学校」という。)の今後のあり方及び適正規模・適正配置

について調査審議することを目的として、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、長門市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）に長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会(以下「審議会」

という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、次の

各号に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答申するものとする。 

(1) 小中学校のあり方にかかる基本方針に関すること。 

(2) 前号の方針に基づく小中学校の適正規模及び適正配置に関すること。 

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 未就学児又は小中学校の児童若しくは生徒の保護者を代表する者 

(3) 小中学校の教職員を代表する者 

(4) 自治会その他地域住民の組織を代表する者 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から、諮問にかかる答申の日までと

する。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 



4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 会議の議長は、会長が務めるものとする。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

(守秘義務) 

第 7 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また同様とする。 

(庶務) 

第 8 条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

(その他) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正) 

2 長門市報酬及び費用弁償条例（平成 17 年長門市条例第 45 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のように〕略 
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長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会について 

 

１ 設置の背景 

市では、平成 19年 2月に「長門市立小中学校適正配置方針（期間：平成 19年度～平成 28年

度）」を定め、学校規模適正化に取り組み、期間内に 5 校の統廃合が行われましたが、方針期間満

了後は、地域振興等の観点から、地域や保護者から申し出がない限り、統廃合を行わないという方

針の下、適正化についてはいったん終了としていました。 

しかしながら、方針満了から一定年数経過し、少子化のいっそうの進展により、本市の多くの学

校で加速度的に小規模化が進んでいる現状や、加えて、将来の人口減少によるさらなる小規模化

が見込まれる状況を踏まえ、子どもたちのよりよい教育環境の観点から、「今後の学校のあり方」に

ついて再検討する段階にきていると判断しました。（令和 6年３月） 

検討にあたっては、中長期的な視点をもって全市的に考えていく必要があることから、令和 7 年

度に審議会を設置し、公平かつ公正に、透明性を確保しながら検討を行うこととしました。 

なお、とりわけ小規模化が進んでいる通・神田小学校については、早急な対応が必要であるとし

て、先行して令和 6年度から検討を開始し、保護者や地域住民と協議を行った結果、令和７年度末

をもって閉校し、それぞれ、近隣の小学校に統合することが決定しています。 

 

２ 趣旨 

○長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会設置条例 

第１条 子どもたちの教育環境を将来にわたり保障するため、長門市立小学校及び中学校の今後

のあり方及び適正規模・適正配置について調査審議する。 

 子どもたちに最善の教育環境を持続的に提供するため、まずは将来あるべき学校の姿から検討

し、その実現に向けた方策（学校規模や通学区域等も含め）を検討し、適正規模・適正配置につい

て具体的に示していくものです。 

 

３ 市の教育方針 

 市では、令和４年度から令和８年度の５年間を計画期間とし、教育行政の根幹となる「第３期長門

市教育振興基本計画」を策定しました。 

計画では、「生涯を通じて自らを磨き、ともに高め、「知」をはぐくむ」を基本理念とし、長門市の教

育の振興を図っています。 

また、基本計画の下位計画として、毎年度、長門市学校教育基本方針「ながとに学び、未来（あす）

に生きる」を策定し、知・徳・体の調和がとれた、子どもたちの「生きる力」の育成に取り組んでいま

す。 

 

４ 審議会のスケジュール等  

別添のとおり 



 



長門市小中学校の今後のあり方及び適正規模・適正配置　検討スケジュール（予定）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

審議内容

審議会開催 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ●

アンケート

※保護者等対象

学運協 代表WS ●

検討会開催 ● ●

総合教育会議 ● ●

●

●
●

※内容・時期ともに、審議内容を踏まえて変更が生じる可能性がありますので、現時点での目安とお考えください。

議会報告

教育委員会事務局

適正規模・適正配置計画

（仮）

令和8年

庁内検討

1月以降

令和9年

教育委員会定例会

適正規模・

適正配置審

議会

令和7年

諮問

反

映

小中学校のあり方に関する基本方針について 方針に基づく適正規模・適正配置について

配置案たたき台

答申案

パブリック・コメント

反映

答申

計画案

作成

計画

確定

回収・分析案作成・意見反映

随時進捗報告・意見反映

方針案

パブリック・コメント
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令和７年度審議会予定

開催月 内容

第１回 令和7年5月
・委嘱状の交付
・諮問
・長門市小中学校の状況について　等

第２回
令和7年6月下旬～
7月上旬

・本市の状況を踏まえた学校のあり方の基本方針について
・アンケート案について

第３回 令和7年8月
・学校のあり方の基本方針について
・ワークショップの検討

第４回 令和7年10月
・アンケートとワークショップの結果について
・学校のあり方の基本方針と実現に向けた方策について

第５回 令和7年12月 ・学校のあり方の基本方針の実現に向けた方策について（公表案）

第６回 令和8年１月 ・学校のあり方の基本方針の実現に向けた方策について（公表案）

※内容・時期ともに、審議内容を踏まえて変更が生じる可能性がありますので、現時点での目安と

お考えください。
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